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平成 27 年６月 24 日  

 各   位 

 

会 社 名 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

代表者名 代表取締役社長 斉 藤 定 一

 （コード番号 6 9 2 7  東証第１部）

問合せ先 常務取締役統括管理部長 川 坂 陽 一

 （TEL 079-263-9500）

 

 

 

内部統制システムの基本方針の一部改定に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成 27 年６月 24 日開催の取締役会において、内部統制システムに関する基本方針の

一部改定を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

これは、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）及び「会社法施行規則等

の一部を改正する省令」（平成 27 年法務省令第６号）が平成 27 年５月１日に施行されたことを

踏まえ改定するものであります。 
 

 

記 

 
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 

（１）当社は、社長を委員長とする「内部統制委員会」において、内部統制システムの構築・維

持・向上並びに内部統制に係る重要事案について審議し、取締役会に報告する。 

（２）当社グループは、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、また、取締役及び従業

員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え、業務運営にあたる心構

え、指針と具体的な順守事項を規定した「コンプライアンス規程」に従い行動する。 

（３）当社統括管理部がコンプライアンスに係る業務を担当し、一定の重要事項の決定について、

社内外の専門部署と連携を図り、事前に違法性等を検証する体制をとり、更に徹底した運

営を図る。 

（４）法令違反その他のコンプライアンス違反の未然防止及び早期発見、是正を図るため、「相

談・通報制度」に基づき当社グループの全ての役職員が利用できる内部通報窓口を設置す

る。 

（５）会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 

（１）「取締役会規程」「監査役会規則」「インサイダー情報管理規程」「文書管理規程」「情

報セキュリティ管理規程」に基づき、各種文書、帳票並びに情報について、適切に作成、

保存、管理する。 

（２）電磁的な情報は、ファイアーウォールを施したサーバーに一元的にファイルされ、定期的

にデータのバックアップを行う。 

（３）個人情報の管理については、「個人情報管理規程」に従い統括管理部が主管する。  

（４）取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。 



2 
 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 

（１）「リスク管理規程」に従い、不測の事態が発生した場合、損害・影響額を最小限に留める

迅速な対応体制を整備する。 

（２）当社及び当社グループは、社長の指示に従い、定期的にリスクの洗い直し及び評価を行い、

リスクの回避・軽減・転嫁・保有等の対応策を検討し実施する。 

（３）当社は、当社グループのリスク管理を担当する部署として、当社統括管理部において、リ

スクマネージメント推進にかかる課題の抽出と対応策の進捗管理を行い、年２回グループ

会社より報告を義務付ける。 

（４）重要なリスクが発生又はその恐れが生じた場合は、「内部統制委員会」を開催して対応策

を検討・審議し、損失の防止及び収益の保全、再発防止等危機管理にあたる。 

（５）内部監査室（グループ会社を含む）が各部門の往査を行うにあたっては、常にリスク管理

の視点から監査を行い、リスク管理の徹底を図る。 

（６）取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合には、速やかに対応する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 

（１）当社グループは、取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「取締

役会規程」「稟議規程」「組織規程」「業務分掌規程」等を常に見直し、整備し運用する。 

（２）当社グループは、取締役会を定期開催するほか、適宜臨時の取締役会を開催し、活発な意

見の交換によって活性化した取締役会を運営して、迅速な経営意思の決定と効率的な業務

執行を行う。 

（３）グループ会社においては、社長の諮問機関として、取締役、監査役及び部長をもって構成

する「経営会議」の運営を充実し、その審議内容を取締役会に反映して、的確な執行決定

を徹底する。また、その報告を義務づける。  

 

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 

（１）当社の「コンプライアンス規程」をグループ会社に準用し、当社と一体となったコンプラ

イアンス体制を確立する。 

（２）グループ会社にコンプライアンス担当部署を置き、当社統括管理部との連携を密にすると

ともに、「内部統制委員会」にも関与させて、グループ全体のコンプライアンスの統括・

推進の一翼を担わせる。 

（３）グループ会社の経営は、自主性を尊重するが、年度事業計画の策定、月次決算の報告及び

重要事案の事前協議を行い、グループ会社の事業内容の的確な把握を行う。 

（４）当社は、月１回、当社及びグループ会社の取締役が出席するグループ会社が開催する経営

会議で、重要な事象が発生した場合に報告を義務付ける。 

（５）当社の相談・通報体制をグループ会社に準用して運用する。 

（６）内部監査室は、グループ各社の内部監査室と連携し、各社の内部監査結果の報告を収集し

その結果を当社監査役へ報告する。 

  

６．監査役のその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項等 

 

（１）現在は、監査役の職務を補助すべき従業員はいないが必要に応じて監査役補助者の任命、

解任、人事異動等について、監査役会の同意を得て、取締役会が決定する。なお、監査役

補助者は業務執行の業務を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。 

（２）内部監査室（グループ会社を含む）は監査役と共同監査等を行い、監査の効率性及び監査

の質の向上を図る。 
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７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 

（１）取締役及び従業員は、法令違反及び会社に損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合の

ほか、内部監査（グループ会社を含む）の実施状況、コンプライアンスに関する事項につ

いては、すみやかに監査役に報告することを徹底する。 

（２）監査役は、取締役会のほか、必要に応じて業務の執行状況を把握するために諸会議（グル

ープ会社を含む）に出席するほか、稟議書、契約書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じ

て取締役その他から説明を求める。 

（３）監査役及び監査役会が、法令及び監査役監査基準に従って、業務及び財産の状況に関して

報告を求めた場合は、遅滞なくその内容を報告するほか、社内通報を含め、監査役への適

切な報告体制を確保する。 

（４）監査役に報告を行ったことを理由として、不利益な取り扱いを受けないこととし、適正に

対応する。 

   

８．監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

 

（１）監査役の職務執行上必要と認められる費用については予算化し、その前払い等の請求があ

るときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。 

（２）緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応じる。 

 

９．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 

（１）監査役会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査環境

の整備に協力する。 

（２）会計監査人から会計監査の結果について報告を受けるなど連携を密にすることに取締役が

協力する。 

 

１０．反社会的勢力排除に向けた体制 

 

（１）国が示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」また、日本経団連が

まとめた「企業行動憲章」を基本姿勢とし、反社会的勢力に対して屈することなく法律に

則して対応することや、各関連規程の充実及び周知徹底を図り当社及びグループ各社に啓

発活動に努める。 

（２）当社統括管理部を対応部署とするが、同部門に一任せず会社全体で対応することとしてい

る。 

（３）兵庫県企業防衛対策協議会に加盟しており、同協議会にて開催される会議等に参加し、情

報の共有化を図り、協力体制を整備している。 

  

１１．財務報告の信頼性を確保するための体制 

 

当社は、当社及びグループ会社の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部

統制システム構築のための基本方針」を制定するとともに、金融商品取引法に基づく内部統

制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正

を行うこととともに、金融商品取引法及びその他関係法令等への適合性を確保する体制を整

備し運用する。  

以 上 


